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発行部数　17,000部　1部当たり15円で作成しています

新調された小谷区のだんじり

にぎわい観光協会や大阪観光大学のボランティアによる清掃活動熊取南中学校の体育大会

○会議はいずれも午前10時からです。
　（12月11日（木）の議会運営委員会のみ
　　　　　　　午後１時30分からです。）

傍聴にお越しください

 12月定例会予定
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議事の進み具合により、会議が終了している場合もあります。日程は変更する場合があります。直前にお問い
合わせください。

●本会議の日程　12月４日（木）・５日（金）・19日（金）
　　　　　　　　【予備日】12月８日（月）
●委員会の日程　（別室で音声のみ） 
　【議 会 運 営 委 員 会】11月28日（金）・12月11日（木）
　【常   任   委   員   会】事業厚生：12月11日（木）
　　　　　　　　　　　総務文教：12月12日（金）
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　平成２６年９月定例会は、９月１０日に開会、１０月７日に閉会しました。この議会では、町長提案
27件（うち、決算審査８件）、議員提出議案１件を可決・認定し、請願１件を不採決としました。
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議員の態度表明（○賛成 ×反対 △退場）態度が分かれたもののみ表示 （議長は、賛否同数の時のみ表明し、議案の成否を決定します）

9月定例会審議案件
議員
名 服部 佐古 重光 鱧谷 江川 藤本 矢野 鈴木 田中 白間 渡辺

議長 奥野 坂上

会派 新政 一新 熊愛 共産 共産 龍馬 一新 新政 新政 公明 公明 龍馬 共産
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基
準を定める条例について ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ×

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業
の運営に関する基準を定める条例について ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ×

平成２５年度一般会計歳入歳出決算認定につ
いて ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ×

平成２５年度国民健康保険事業特別会計歳入
歳出決算認定について ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ×

平成２５年度後期高齢者医療特別会計歳入歳
出決算認定について ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ×

北川氏と今勝に対する債権者破産の申し立て
等を熊取町に求める請願について × × ○ ○ ○ ○ × × × × × ○ ○

備考：日本共産党熊取町会議員団（共産）、新政クラブ（新政）、熊取公明党（公明）、泉州龍馬の会（龍馬）、一新の会（一新）、熊愛の会（熊愛）

乳幼児医療費助成制度の年齢引き上げ等を求める意見書　　　　　　　　　　　　　（提出先　大阪府知事）
　現在、府内の全市町村が就学前以上の通院医療費助成を実施しており、人口の過半数を占める地域で中学
校卒業まで実施している。こうしたなか、知事は来年度からの府制度の拡大を表明したが、府民の切実な願
いにこたえ、少子化に歯止めをかける立場からも、対象年齢の大幅な引き上げをおこなうべきである。
　よって大阪府は、下記の事項を速やかに実施するよう強く求める。
１．大阪府の乳幼児医療費助成制度を、通院・入院ともに、少なくとも小学校卒業まで引き上げること。
２．乳幼児医療費助成制度などに関する、国保国庫負担金の減額措置を廃止するよう、国に強く要望すること。

意 見 書 採 択 次の意見書を全会一致で可決し、関係機関に提出しました

事件の概要　

　○事　件　名　平成26年（ワ）第1937号損害賠償請求事件
　○訴訟提起日　平成26年３月４日
　○係属裁判所　大阪地方裁判所

和解の相手方・概要

損害賠償債務及び遅延損害金の合計額をそれぞれの期限ま
でに一括または分割で支払う。
　1）名　　称：株式会社山本工務店　
　　和解内容： 合計2,333万7,486円を平成26年9月末日まで

に一括納付
　2）名　　称：中島興業株式会社
　　和解内容： 合計2,701万1,960円を平成33年9月30日まで

に分割納付
　3）名　　称：株式会社鳥山建設
　　和解内容： 合計781万6,453円を平成33年9月30日までに

分割納付

　4）名　　称：川勝土木建材株式会社
　　和解内容： 合計527万7,435円を平成33年9月30日までに分

割納付
　5）名　　称：株式会社西尾組
　　和解内容： 合計6,081万6,847円を平成33年9月30日までに

分割納付
　6）名　　称：株式会社西貫社
　　和解内容： 合計2,166万5,186円を平成33年9月30日までに

分割納付
　7）名　　称：徳進建設株式会社
　　和解内容： 合計5,796万4,858円を平成34年9月30日までに

分割納付
※分割納付については、分割金の支払を３回以上遅滞し、かつ、
その額が一定額に達したときは、残債務を直ちに支払うこと
が和解条項に定められています。

裁判上の和解について（全会一致）
民事訴訟法第89条に基づき17者のうち７者との和解を成立させるもの

○公平委員会委員の選任同意について…公平委員会委員山本一光氏の任期が平成２６年９月３０日付で満
了するので、後任として松田聰子氏を選任することに同意する。
○固定資産評価審査委員会委員の選任同意について…固定資産評価審査委員会委員南 良武氏の任期が平成
２６年９月１８日付で満了するので、同氏の再任について同意する。

人事案件について
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※構成比は単純四捨五入しているので、合計しても100％にならない場合があります。

平成25年度熊取町一般・特別会計決算状況平成25年度熊取町一般・特別会計決算状況平成25年度熊取町一般・特別会計決算状況

内側 : 財源別
自主財源：町が自主的に収入することができる財源
依存財源：国や府から交付される財源

外側 : 歳入の区分
町税 : 町民脱、固定資産税、軽自動車税等
地方交付税：地方公共団体が等しく事務を遂行でさるよう国が交付
国庫支出金：国から使途が特定されている費用を交付
町債：借り入れ（借金）
府支出金 : 府から使途が特定されている費用を交付

内側 : 目的別（行政分野別）
総務費：徴税、戸籍住民基本台帳、選挙、監査等
民生費：高齢者･児童･障がい者福祉等
衛生費：清掃、保護衛生、母子衝生等
土木費：道路橋りょう建設･管理、河川管理、下水等

外側：性質別（経費別）
物件費：委託料、臨時職員賃金、光熱水料等
投資的経費：普通建設事業･災害復旧事業等
扶助費：児童福祉法、老人福祉法等に基づき支給する費用
公債費 : 借金を返した費用

12,064,811千円

平成25年度
一般会計
歳入

平成25年度 歳入歳出差引額
翌年繰越額
実質収支

（繰越事業等）
（黒字分）

1億8,792万9,670円
1億2,114万1,873円
6,678万7,797円

外側：歳入の区分
内側：財源別

町税
35.5％

地方交付税
17.3％9.3％

府支出金
7.3％

町債
7.7％

繰入金
8.4％

14.5％

国庫支出金

その他

自主財源
52.9％

依存財源
47.1％

平成25年度
一般会計
歳出

11,876,881千円 

人件費
21.5％

物件費
15.7％

補助費等
8.0％投資的

経費
6.8％

維持補修費 1.3％

扶助費
16.8％

公債費
11.2％

積立金
6.6％

繰出金
12.0％

公債費
11.2％

議会費
1.0％
総務費
19.9％

民生費
35.0％

災害復旧費 0.1％

衛生費
9.8％商工費 0.3％

農林水産業費
0.7％

土木費
9.0％

消防費 3.9％
教育費
9.1％

外側：性質別（経費別）
内側：目的別
　　 （行政分野別）

経常収支比率の推移
（錯誤分を除く）

町債（借金）の推移

基金（貯金）現在高の推移

特別会計における歳出の推移

特別会計決算額

自治体の財政構造の弾力性を表す指標
（100に近づく程弾力性がなくなる）

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

11,000,000

10,000,000

9,000,000
8,131,342

千円

％

千円

千円

H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度

H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度

7,967,035 7,754,564

9,355,949 9,387,641 9,127,797

8,000,000

7,000,000

6,000,000

5,000,000

6,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

0

1,000,000

5,000,000
国民健康保険

介護保険

下水道事業

墓地事業

4,000,000

2,000,000

0

1,000,000

500,000

50,000

4,500,000

2,500,000

1,500,000

8,976,487

7,501,192

一般会計町債現在高
特別会計借金残高

熊取町 府内町村平均 府内市町村平均

4,416,668 4,152,4134,075,398

3,984,3053,951,2743,966,302

基金現在高

H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度

＊水道事業は、収益的事業（給配水事業）と資本的事業（設備投資事業）
　を合計しています。

H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度

7,218,956

8,705,274

水道事業

出資金 0.1％

後期高齢者医療

千円

H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度

下水道事業 1,274,952 1,143,689 975,011 1,039,028 1,078,795

国民健康保険事業 4,415,629 4,533,392 4,498,251 4,927,349 5,000,998

後期高齢者医療 339,318 358,996 367,408 418,079 429,573

介護保険 2,176,538 2,273,471 2,370,029 2,441,729 2,571,064

墓地事業 5,701 8,222 31,353 10,063 6,867

水道事業 1,210,380 1,116,982 1,134,930 1,167,220 1,262,398
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問　

経
常
収
支
比
率
が
錯
誤
分

を
除
い
て
も
95
％
で
近
年
で
は

最
も
悪
い
。
何
を
ど
の
よ
う
に

改
善
し
て
い
く
の
か
？

答　

こ
れ
ま
で
歳
出
を
抑
え
て

き
て
お
り
、今
後
改
善
す
る
の

は
厳
し
い
状
況
に
あ
る
が
、予

算
編
成
時
に
個
々
に
更
な
る
削

減
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、転

入
促
進
と
自
主
財
源
の
増
加
に

努
力
す
る
。

問　

談
合
に
よ
る
損
害
賠
償
金

及
び
遅
延
損
害
金
の
処
理
は
ど

う
す
る
の
か
？

答　

損
害
賠
償
金
は
対
象
工
事

毎
に
国
や
府
に
補
助
金
分
は
返

却
す
る
。
遅
延
損
害
金
は
未
確

定
で
あ
る
が
返
還
し
な
く
て
も

よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

問　

小
・
中
学
校
の
工
事
費
や

備
品
購
入
費
で
不
用
額
が
明
確

に
な
っ
た
時
点
で
、次
の
学
校

関
係
の
優
先
項
目
に
使
用
す
る

こ
と
を
検
討
し
た
ら
ど
う
か
？

答　

一
般
会
計
不
用
額
は
町
全

体
と
し
て
の
重
要
事
項
へ
の
活

用
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の

で
部
門
ご
と
で
処
理
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

問　

転
入
促
進
策
の
効
果
は
？

答　

転
入
転
出
に
つ
い
て
は
、

転
出
が
転
入
よ
り
１
０
３
人
超

過
し
て
い
る
。
人
口
の
自
然
減

も
含
め
前
年
よ
り
１
５
８
人

減
、０
・
３
５
５
％
減
。
転
入
促

進
策
を
し
っ
か
り
検
証
し
さ
ら

に
Ｐ
Ｒ
に
力
を
入
れ
て
い
く
。

問　

乳
幼
児
等
医
療
費
公
費
助

成
に
つ
い
て
、大
阪
府
は
来
年

度
か
ら
就
学
前
ま
で
に
引
き
上

げ
、さ
ら
に
拡
大
す
る
市
町
村

に
交
付
金
を
配
付
す
る
と
の
方

針
を
決
め
た
よ
う
だ
。
多
く
の

子
育
て
世
帯
が
拡
充
を
求
め
て

い
る
中
、本
町
は
ど
の
よ
う
に

取
り
組
ん
で
い
く
の
か
？

答　

小
学
校
卒
業
ま
で
か
、中

学
校
卒
業
ま
で
か
、試
算
し
検

討
し
て
い
る
。
27
年
度
中
に
拡

充
予
定
。

問　

損
害
賠
償
金
や
損
害
賠
償

金
に
係
る
遅
延
損
害
金
が
一
般

会
計
で
な
く
特
別
会
計
を
設
け

て
処
理
で
き
な
い
か
？

答　

特
別
会
計
の
趣
旨
か
ら
し

て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
た
め
特
別

会
計
を
設
け
な
い
。

問　

給
食
費
の
未
納
率
は
？

答　

未
納
の
場
合
、就
学
援
助

費
か
ら
給
食
費
を
回
収
す
る
た

め
未
納
は
ほ
ぼ
存
在
し
な
い
。

問　

公
務
用
Ｐ
Ｃ
の
台
数
が
少

な
い
。
教
職
員
用
Ｐ
Ｃ
の
台
数

の
増
設
や
、校
内
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
環
境
の
見
直
し
な
ど
早
急

に
整
備
す
べ
き
で
は
？

答　

言
わ
れ
る
通
り
で
す
。
状

況
把
握
し
、教
育
し
や
す
い
環

境
整
備
に
向
け
て
し
っ
か
り
取

組
ん
で
行
き
た
い
。

問　

超
過
勤
務
手
当
が
大
幅
に

減
っ
て
い
る
。
全
体
で
ど
れ
だ

け
減
っ
た
か
？

答　

決
算
の
総
額
が
３
千
３
百

万
円
で
あ
り
、前
年
に
比
べ
６

千
４
百
万
円
減
少
し
た
。

問　

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
大
幅
減

が
達
成
で
き
た
の
か
、サ
ー
ビ

ス
残
業
は
な
い
の
か
？

答　

夜
間
の
会
議
な
ど
明
確
な

理
由
の
あ
る
場
合
を
除
き
、原

則
残
業
禁
止
と
し
た
。
サ
ー
ビ

ス
残
業
は
発
生
し
て
い
な
い
と

考
え
る
。

問　

町
立
保
育
所
の
正
職
、臨

職
の
人
数
、臨
職
の
給
与
は
？

答　

25
年
度
は
正
職
43
名
に
臨

職
１
０
３
名
，26
年
度
は
正
職

43
名
、臨
職
１
１
１
名
。
フ
ル

タ
イ
ム
の
臨
職
で
年
２
０
０
万

円
程
度
だ
が
、改
善
努
力
し
て

い
る
。

問　

ス
ポ
ー
ツ
振
興
に
つ
い

て
、全
国
大
会
出
場
な
ど
顕
著

な
成
績
を
あ
げ
ら
れ
た
選
手
へ

の
支
援
を
事
前
に
支
給
す
る
な

ど
さ
ら
に
充
実
す
べ
き
で
は
？

答　

現
在
は
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
協
力
等

も
含
め
、交
通
費
、宿
泊
費
等
経

費
の
補
助
を
行
っ
て
い
る
。
で

き
る
限
り
の
検
討
を
行
う
。
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平
成
25
年
度
熊
取
町
一
般

会
計
決
算
ほ
か
７
件
の
特
別

会
計
決
算
の
審
査
を
行
う
た

め
、９
月
29
日
、30
日
、10
月

１
日
の
３
日
間
、決
算
審
査

特
別
委
員
会
を
開
催
し
、活

発
な
質
疑
応
答
が
あ
り
、慎

重
に
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、一
般
会
計
、土

地
取
得
、下
水
道
事
業
、介
護

保
険
事
業
、墓
地
事
業
、水
道

事
業
に
つ
い
て
は
賛
成
全
員

で
、国
民
健
康
保
険
事
業
、後

期
高
齢
者
医
療
に
つ
い
て
は

賛
成
多
数
で「
原
案
の
と
お

り
認
定
」し
、10
月
７
日
本
会

議
に
お
い
て
、決
算
審
査
特

別
委
員
会
の
審
査
結
果
に
つ

い
て
委
員
長
報
告
を
行
い
、

す
べ
て
の
会
計
決
算
を
認
定

し
ま
し
た
。

決
算
審
査
特
別
委
員
会
委
員

委 

員 

長　

江
川　

慶
子

副
委
員
長　

藤
本　

龍

委　
　

員　

服
部　

脩
二

委　
　

員　

佐
古　

員
規

委　
　

員　

重
光　

俊
則

委　
　

員　

渡
辺　

豊
子

委　
　

員　

坂
上
巳
生
男

決算審査特別委員会における主な質疑応答

平成２５年度　会計決算を認定

問

問

問

問 問

問

問

問

問

問

問問 答

答

答

答

答

答

答答

答

答

答答

くまとり.indd   5 2014/10/21   12:49:03



くまとり議会だより　平成26年11月発行  No.27 6

熊
取
公
明
党

１
．「
子
育
て
支
援
の
拡
充
」

　

乳
幼
児
医
療
費
の
通
院
助

成
を
小
学
6
年
終
了
ま
で
に

早
急
に
拡
充
。

２
．「
安
全
・
安
心
で
良
好
な

教
育
環
境
づ
く
り
」

　

全
小
中
学
校
体
育
館
の
非

構
造
部
材
の
耐
震
化
、普
通

教
室
に
空
調
設
備
の
導
入
。

洋
式
ト
イ
レ
の
設
置
。

３
．「
安
全
安
心
な
町
づ
く

り
」

　

路
側
帯
の
カ
ラ
ー
化
、防

犯
灯
や
カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
の
設

置
、横
断
歩
道
や
信
号
機
の

設
置
。
町
道
小
谷
穴
釜
線
の

拡
幅
、町
道
貝
塚
日
根
野
線

交
差
点
右
折
レ
ー
ン
の
設
置
。

「
道
路
舗
装
修
繕
計
画
」の
着

実
な
事
業
実
施
。

４
．「
児
童
福
祉
の
充
実
」

　

産
後
ケ
ア
や
ホ
ー
ム
ス
タ

ー
ト
事
業
、病
児
病
後
児
保

育
の
拡
充
。

５
．「
学
校
教
育
の
充
実
」

　

い
じ
め
や
虐
待
、不
登
校

児
ゼ
ロ
を
目
指
し
て
き
め
細

や
か
な
相
談
体
制
の
拡
充
。

放
課
後
学
習
の
拡
充
。

６
．「
防
災
・
減
災
対
策
」

　
「
道
路
橋
梁
長
寿
命
化
修

繕
計
画
」に
基
づ
く
事
業
の

実
施
。
木
造
住
宅
の
耐
震
化
。

自
主
防
災
組
織
の
育
成
。

７
．「
健
康
づ
く
り
の
充
実
」

　

が
ん
検
診
の
受
診
率
の
向

上
、胃
が
ん
リ
ス
ク
検
診
の

導
入
。
児
童
へ
の
が
ん
教
育
。

「
心
の
体
温
計
」を
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
導
入
。

８
．「
公
共
交
通
の
充
実
」

　

ひ
ま
わ
り
バ
ス
に
つ
い
て
、

土
日
運
行
や
フ
リ
ー
乗
降
制

度
の
拡
充
。

９
．「
徹
底
し
た
自
主
財
源

の
確
保
」

　

転
入
促
進
策
の
検
証
と
更

な
る
検
討
、Ｐ
Ｒ
活
動
の
推

進
。
広
告
収
入
。
観
光
プ
ロ

モ
ー
シ
ョ
ン
事
業
や
ジ
ビ
エ

料
理
に
よ
る
町
お
こ
し
等
の

施
策
の
拡
充
。

10
．
Ｂ
Ｎ
Ｃ
Ｔ
の
早
期
実
用

化
に
向
け
取
り
組
み
の
推
進
。

11
．
損
害
賠
償
金
や
遅
延
損

害
金
に
つ
い
て
、全
体
収
支

の
管
理
の
適
正
化
と
、全
額

納
付
獲
得
。

新
政
ク
ラ
ブ
・
一
新
の
会

１
．「
転
入
促
進
策
」

　

空
家
や
中
古
物
件
を
活
用

し
、若
年
世
代
が
格
安
な 

住

居
を
探
せ
る
仕
組
み
を
構
築

し
、積
極
的
な
転
入
・
定
住
促

進
策
の
推
進
。

２
．「
子
育
て
支
援
」

　

新
制
度
移
行
に
向
け
て
、

対
象
者
へ
の
Ｐ
Ｒ
強
化
、通

院
医
療
費
助
成
の
対
象
を
中

学
3
年
生
ま
で
拡
充
な
ど
子

育
て
支
援
の
確
立
。

３
．「
学
校
教
育
」

　

小
学
校
英
語
教
科
化
に
向

け
た
独
自
の
取
組
を
生
か
し
、

グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
に
対
応
で

き
る
教
育
の
推
進
、普
通
教

室
へ
の
ク
ー
ラ
ー
設
備
の
早

期
導
入
、Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
利
活
用

推
進
、校
内
ネ
ッ
ト
環
境
見

直
し
と
教
職
員
向
け
公
務
Ｐ

Ｃ
の
増
設
等
教
育
環
境
改
善
。

４
．「
通
学
路
の
安
全
確
保
」

　

危
険
個
所
へ
の
信
号
及
び

横
断
歩
道
の
増
設
、歩
道
拡

幅
及
び
カ
ラ
ー
化
の
拡
充
、

交
差
点
の
カ
ラ
ー
化
の
拡
充
。

５
．「
安
全
安
心
な
ま
ち
づ

く
り
」

　

子
ど
も
見
守
り
隊
等
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
組
織
へ
の
育
成
支

援
の
拡
充
。

６
．「
防
災
対
策
」

　

ゲ
リ
ラ
豪
雨
等
想
定
さ
れ

な
い
自
然
災
害
に
も
対
応
で

き
る
様
自
助
・
共
助
・
公
助
の

気
概
を
育
て
、更
な
る
有
効

な
対
策
研
究
支
援
の
拡
充
。

７
．「
地
域
活
性
化
対
策
」

　

産
業
活
性
化
基
金
の
利
活

用
の
工
夫
と
商
工
業
・
農
業

や
新
規
起
業
者
へ
の
支
援
等
、

産
業
活
性
化
の
積
極
的
な
取

組
の
拡
充
。

８
．「
ス
ポ
ー
ツ
推
進
」

　

将
来
の
ア
ス
リ
ー
ト
創
出

に
向
け
、ス
ポ
ー
ツ
功
労
者

へ
の
補
助
及
び
Ｐ
Ｒ
等
支
援

の
拡
充
と
大
学
と
も
連
携
し
、

宿
泊
施
設
や
国
際
規
格
に
沿

っ
た
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
誘
致

等
施
設
整
備
の
積
極
的
な
推

進
。

９
．「
Ｂ
Ｎ
Ｃ
Ｔ
の
早
期
実

現
化
」

　

実
現
に
向
け
て
、大
阪
府
、

京
都
大
学
、熊
取
町
が
一
丸

と
な
り
更
に
連
携
を
強
化
し
、

早
期
実
現
、認
可
に
向
け
た

取
組
の
加
速
度
的
推
進
と
関

連
企
業
誘
致
の
推
進
。

共
産
党
議
員
団

１
．
転
入
促
進
策
の
推
進
、

き
め
細
か
な
産
業
活
性
化
で

税
収
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

徴
収
率
向
上
は
評
価
す
る
が
、

固
定
資
産
税
の
低
所
得
者
向

け
減
免
拡
充
求
め
る
。

２
．
保
育
士
な
ど
恒
常
的
業

務
は
正
職
員
を
増
や
し
、非

正
規
職
員
の
待
遇
改
善
を
求

め
る
。
残
業
抑
制
に
よ
る

「
ひ
ず
み
」に
注
意
さ
れ
た
い
。

３
．
防
災
計
画
見
直
し
は
、

自
主
防
災
と
も
連
携
し
、実

効
性
あ
る
計
画
づ
く
り
に
努

め
ら
れ
た
い
。
避
難
所
と
な

る
学
校
体
育
館
の
施
設
整
備

も
位
置
づ
け
ら
れ
た
い
。

４
．
子
ど
も
医
療
費
の
通
院

助
成
拡
大
を
進
め
ら
れ
た
い
。

虐
待
対
応
な
ど
、相
談
業
務

の
職
員
の
充
実
を
求
め
る
。

５
．
学
校
施
設
に
つ
い
て
は
、

ト
イ
レ
の
洋
式
化
・
エ
ア
コ

ン
設
置
な
ど
、学
習
環
境
改

善
に
努
め
ら
れ
た
い
。
就
学

援
助
の
支
給
開
始
が
４
月
に

な
る
よ
う
検
討
さ
れ
た
い
。

６
．
ひ
ま
わ
り
バ
ス
は
、土

日
運
行
な
ど
、さ
ら
な
る
利

便
性
向
上
に
努
め
ら
れ
た
い
。

バ
ス
カ
ー
ド
割
引
制
度
の
導

入
も
検
討
さ
れ
た
い
。

７
．
ご
み
の
不
法
投
棄
対
策

を
強
め
、「
小
型
不
燃
ゴ
ミ
」

定
期
収
集
を
検
討
さ
れ
た
い
。

８
．
永
楽
公
園
整
備
に
つ
い

て
は
、交
付
金
確
保
に
努
め

つ
つ
、必
要
に
応
じ
て
計
画

の
見
直
し
も
検
討
さ
れ
た
い
。

９
．
安
全
第
一
の
道
路
整
備

に
努
め
、歩
道
確
保
、交
差
点

改
良
に
つ
と
め
ら
れ
た
い
。

10
．
情
報
公
開
と
住
民
要
望

の
反
映
を
推
進
さ
れ
た
い
。

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
継

続
を
求
め
る
。
ま
た
、談
合

に
よ
る
損
害
賠
償
金
の
総
額

を
住
民
に
わ
か
る
よ
う
明
示

さ
れ
た
い
。

熊
愛
の
会

１
．
今
後
の
熊
取
町
の
財
政

健
全
化
に
向
け
て
は
若
年
層

の
定
住
増
加
が
不
可
欠
で
あ

る
た
め
、若
い
人
た
ち
が
熊

取
を
定
住
地
と
し
て
選
定
す

る
よ
う
に
、子
育
て
環
境
の

充
実
、道
路
整
備
を
含
め
た

安
全
安
心
な
街
づ
く
り
と
い

一
般
会
計
決
算
の
意
見
・
要
望
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っ
た
重
要
施
策
に
思
い
切
っ

た
投
資
を
さ
れ
た
い
。

２
．
今
後
の
重
点
施
策
や
新

し
い
制
度
の
導
入
に
当
た
っ

て
は
、パ
ブ
リ
ッ
ク
モ
ニ
タ

ー
制
度
を
活
用
す
る
だ
け
で

な
く
、副
町
長
が
本
委
員
会

で
約
束
さ
れ
た
と
お
り
、全

住
民
に
事
前
に
内
容
を
知
ら

せ
て
、住
民
か
ら
の
意
見
を

聞
い
て
、よ
り
住
民
の
た
め

に
な
る
施
策
等
の
実
現
に
努

力
さ
れ
た
い
。

３
．
熊
取
町
の
魅
力
を
向
上

さ
せ
る
た
め
に
も
、他
市
町

村
か
ら
ぬ
き
ん
で
た
児
童
の

英
語
力
の
育
成
や
、全
教
科

の
学
習
レ
ベ
ル
を
向
上
さ
せ

る
た
め
に
、放
課
後
学
習
等

で
の
児
童
の
学
習
支
援
の
強

化
に
向
け
て
住
民
の
力
を
フ

ル
に
活
用
で
き
る
シ
ス
テ
ム

を
整
備
さ
れ
た
い
。

４
．
各
地
域
の
老
人
憩
の
家

は
、日
常
の
人
の
交
流
だ
け

で
な
く
、災
害
発
生
時
の
重

要
拠
点
と
し
て
機
能
す
る
必

要
が
あ
る
。
各
地
区
で
老
朽

化
が
進
ん
で
き
て
い
る
が
、

町
が
主
体
と
な
っ
て
耐
震
化

を
含
め
た
老
朽
化
対
策
へ
の

投
資
計
画
を
早
期
に
検
討
し
、

目
標
を
立
て
て
取
り
組
み
を

さ
れ
た
い
。

５
．
河
川
の
美
化
に
町
内
の

全
住
民
が
参
加
し
た
河
川
美

化
活
動
を
展
開
し
て
い
た
だ

き
た
い
。
町
の
直
接
対
応
で

は
多
大
な
費
用
が
発
生
す
る

が
、そ
の
費
用
の
一
部
を
協

力
す
る
子
供
会
、青
年
団
、自

治
会
等
関
係
組
織
へ
の
支
援

金
と
し
て
拡
充
す
る
シ
ス
テ

ム
も
検
討
さ
れ
た
い
。

泉
州
龍
馬
の
会

１
．「
税
の
徴
収
に
つ
い
て
」

　

税
の
徴
収
率
の
向
上
に
つ

い
て
は
評
価
に
値
す
る
が
、

今
後
も
徴
収
法
の
定
め
る
手

続
き
に
従
い
徴
収
率
の
向
上

に
努
め
ら
れ
た
い
。
法
が
想

定
し
得
な
い
長
期
分
割
等
は
、

課
税
の
公
平
の
観
点
か
ら
も

避
け
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま

た
、不
動
産
や
保
険
解
約
金

等
以
外
に
車
両
等
の
動
産
の

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
の
実

施
も
検
討
さ
れ
た
い
。

２
．「
法
人
町
民
税
に
つ
い

て
」

　

企
業
誘
致
、創
業
支
援
等

を
行
い
、納
税
者
た
る
法
人

事
業
者
の
増
加
を
図
る
こ
と

に
よ
り
、法
人
住
民
税
の
拡

充
に
取
り
組
ま
れ
た
い
。

３
．「
ふ
る
さ
と
納
税
制
度

に
つ
い
て
」

　

ふ
る
さ
と
納
税
制
度
を
有

効
に
活
用
し
て
い
る
自
治
体

が
多
数
存
在
す
る
。
ふ
る
さ

と
納
税
制
度
の
先
進
事
例
を

十
分
研
究
し
有
効
に
活
用
さ

れ
た
い
。

４
．「
損
害
賠
償
請
求
金
の

特
別
会
計
に
つ
い
て
」

　

損
害
賠
償
金
は
町
が
努
力

す
る
こ
と
な
く
住
民
の
方
々

の
不
断
の
努
力
に
よ
っ
て
勝

ち
取
っ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、

当
然
に
子
育
て
支
援
等
の
住

民
福
祉
の
向
上
に
使
わ
れ
る

べ
き
で
あ
り
、特
別
会
計
を

設
定
さ
れ
た
い
。
今
回
の
決

算
の
よ
う
に
一
般
会
計
に
受

け
入
れ
る
会
計
処
理
で
は
賠

償
金
の
回
収
状
況
が
不
明
瞭

に
な
る
た
め
、分
割
回
収
が

終
了
す
る
ま
で
特
別
会
計
を

設
定
さ
れ
た
い
。

　

仮
に
、現
状
の
ま
ま
な
ら
、

回
収
の
進
捗
状
況
、債
権
額

の
期
末
残
高
に
つ
い
て
、回

収
終
了
ま
で
毎
年
度
末
ご
と

に
別
途
開
示
さ
れ
た
い
。

５
．「
学
童
保
育
に
つ
い
て
」

　

学
報
保
育
に
つ
い
て
は
、

共
産
党
議
員
団

「
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
」

　

国
庫
負
担
の
増
額
が
必
要
。

住
民
生
活
を
守
る
自
治
体
と

し
て
、保
険
料
軽
減
の
た
め

の
一
般
会
計
か
ら
の
繰
り
入

れ
を
検
討
さ
れ
た
い
。
資
格

証
明
書
や
短
期
証
の
発
行
は

極
力
抑
え
、き
め
細
か
い
納

付
相
談
を
求
め
る
。

「
介
護
保
険
特
別
会
計
」

　

国
の
制
度
改
革
で
要
支
援

の
方
が
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら

れ
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
る
。

町
の
事
業
に
移
行
し
て
も
、

サ
ー
ビ
ス
低
下
と
な
ら
な
い

よ
う
最
大
限
の
努
力
を
求
め

る
。
保
険
料
減
免
制
度
の
周

知
に
努
め
、利
用
料
減
免
も

検
討
さ
れ
た
い
。

「
墓
地
事
業
特
別
会
計
」

　

新
た
な
区
画
の
整
備
も
予

定
さ
れ
て
い
る
が
、永
楽
公

園
に
よ
っ
て
墓
地
利
用
者
に

影
響
が
で
な
い
よ
う
、公
園

担
当
課
と
調
整
し
な
が
ら
整

備
を
す
す
め
ら
れ
た
い
。

「
水
道
事
業
会
計
、下
水
道
事

業
特
別
会
計
」

　

低
所
得
者
な
ど
へ
の
減
免

制
度
を
検
討
さ
れ
た
い
。
水

道
水
の
安
心
性
の
Ｐ
Ｒ
に
つ

と
め
、引
き
続
き
耐
震
管
路

へ
の
更
新
に
努
め
ら
れ
た
い
。

ま
た
、下
水
道
整
備
完
了
地

区
に
お
け
る
水
洗
化
促
進
に

努
め
、未
整
備
区
域
に
つ
い

て
は
計
画
的
に
整
備
を
進
め

ら
れ
た
い
。

熊
取
公
明
党

「
下
水
道
事
業
特
別
会
計
」

　

さ
ら
に
普
及
率
や
使
用
料

が
拡
大
す
る
地
域
へ
の
建
設

整
備
計
画
の
見
直
し
。

「
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別

会
計
」

　

特
定
健
診
、特
定
保
健
指

導
の
受
診
率
の
向
上
。
ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
普
及
啓

発
な
ど
医
療
費
抑
制
へ
の
積

極
的
な
取
り
組
み
。

「
介
護
保
険
特
別
会
計
」

　
「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ

ム
」の
構
築
に
向
け
、地
域
支

援
事
業
と
し
て
、認
知
症
予

防
対
策
と
な
る「
脳
の
健
康

教
室
」等
さ
ら
な
る
介
護
予

防
事
業
へ
の
積
極
的
な
取
り

組
み
の
推
進
。

「
水
道
事
業
会
計
」

　

水
道
ビ
ジ
ョ
ン
に
基
づ
く

施
設
整
備
、経
営
の
合
理
化
・

効
率
化
の
推
進
。

泉
州
龍
馬
の
会

「
墓
地
事
業
特
別
会
計
」

　

隣
接
に
永
楽
ゆ
め
の
森
公

園
が
造
成
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

造
成
に
伴
い
、墓
石
に
対
す

る
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に
防
止

す
る
た
め
、フ
ェ
ン
ス
等
の

防
護
対
策
を
十
分
施
さ
れ
た

い
。

新
た
な
事
業
者
の
参
入
を
認

め
、多
様
な
ニ
ー
ズ
、低
価
格

化
、サ
ー
ビ
ス
の
向
上
が
図

ら
れ
る
よ
う
に
白
紙
ベ
ー
ス

特
別
会
計
決
算
の
意
見
・
要
望

で
再
考
さ
れ
た
い
。
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《日本共産党熊取町会議員団》
　既存公園の改修を含む永楽公園整備、住宅リフォーム
助成や新築住宅の固定資産税減免など転入促進策、東学
童保育所の移転・新築など、住民要望に応えた施策の推進
は評価する。しかし３つの大きな問題があり、一般会計
決算に反対である。
　第１に残業規制の問題。残業手当は、消防を除く一般
会計、特別会計全体で、9,700万円から3,300万円へと大き
く減少。夜の会議など明確な事情のある場合を除き、原
則残業禁止とした、サービス残業は発生していないとい
うが、後で入手した情報から、サービス残業やサービス休
日出勤の実態が判明した。一部の職員が不必要な残業を
繰り返す実態があったようだが、必要な残業まで一律に
禁止してしまうことは、サービス残業の温床となる。今
回の異常な残業の縮減は、職員の理解を得ているとは思
えない強圧的なやり方であり、是正を求める。
　第２に非正規職員への依存度の高さの問題。保育所に
おいては正職43名に臨職111名。正職の半分以下の給与

《新政クラブ・一新の会》
　財政調整基金からの繰入れが交付税錯誤分以外では不
要であったうえ、実質収支についても、昭和38年以降、50
年の長きに渡り黒字額を計上する結果となった。
　「第二次行財政構造改革プラン・アクションプログラ
ム」に掲げる改革項目を推進し、財源確保・経費削減に係
る成果を上げたことは評価する。
　財政健全化の指標である実質公債費比率は9.0％、将来
負担比率は11.7％と、ともに健全化の判断基準値を大き
く下回り、安全な数値である。
　若年世代を中心とした転入・定住促進策に取組み、「新
築住宅に対する固定資産税課税免除」や「中古住宅取得費
補助」、「住宅リフォーム補助」、「住宅用太陽光発電システ
ム設置費補助」や「子育て応援のための出産記念品の贈
呈」など、セレッソ大阪、オリックスバッファローズとの
協働による「熊取町民デー」等様々なイベントにおけるＰ
Ｒ各種媒体等を通じて本町の魅力発信につとめた。
　子ども施策の総合的推進拠点として、旧第8保育所を
「教育・子どもセンター」として整備し、「子育てしやすい
まち・教育のまちくまとり」の実現にも取り組んだ。
　通学路等の安全確保のため、路側帯のカラー化を推進
する一方、「熊取町道路舗装修繕計画」に基づき計画的か
つ重点的に舗装修繕工事を実施し、また、新たに「熊取町
道路橋梁長寿命化計画」を策定し、道路施設の長寿命化を
積極的に進めた。
　役場庁舎の耐震補強工事や非常用自家発電機設置をし
たほか、第１次避難所に３中学校を加え、堺市以南の泉州
地域９市４町で「泉州地域災害時相互応援協定」を締結し、
安全・安心なまちづくりに積極的に取り組んだ。

で大事な仕事を担っている。保育の質の向上も目標とさ
れている。恒常的な業務は、正職員で賄えるよう是正す
べきである。
　第３の問題点は、国保特別会計への繰り入れが少ない
こと。町独自の繰り入れは１千万円にも満たない。国保
料軽減のための大幅な増額を求める
　国民健康保険事業特別会計は、保険料軽減のための姿
勢の弱さを指摘したい。根本矛盾の解決には、国庫負担
をかつてのように医療費の45％に引き上げる必要があ
る。一般会計からの繰り入れを増やし、所得の20％を超
える世帯への軽減策など検討すべきだ。受診抑制につな
がる資格証明書の発行は、極力ひかえるべき。以上の理
由から、国保会計に反対する。
　後期高齢者医療特別会計は、75歳以上の高齢者を別枠
の制度とし、診療や健診などで高齢者差別を持ち込む制
度であり、２年ごとの見直しのたびに保険料が確実に上
がっている。制度の廃止を求める立場から、決算に反対
する。

　下水道事業特別会計は、前年度に比べ、歳入歳出いずれ
も、3.8％の増額になったが、計画的かつ効率的な整備に
より、8.7ha増加し、合計556ha、人口普及率で、76.6％と着
実に事業推進が図られた。
　国民健康保険事業特別会計は、3,564万6千円の赤字額
となっているが、平成25年度と平成26年度の２か年で収
支のバランスを図り、被保険者へ賦課する保険料率を抑
制したことは、大いに評価する。
保険料の収納は、現年分と滞納繰越分を合わせて全体で
85.2％と前年度比1.1ポイント上昇し、4年連続で収納率が
改善した。
　後期高齢者医療特別会計は、173万円の黒字で、保険料
収納率は滞納繰越分が20.9％と前年度に比べて下がった
ものの、現年度分が99.7％と前年度に比べて上昇するな
ど、広域連合の財政健全化に寄与したことを評価するも
のである。
　介護保険特別会計は、適切な介護サービスの提供を受
けていることを評価できる。
　保険料の収納率は、99.3％で、前年度と同水準となり、
滞納繰越分は前年度比1.0ポイント上昇の10.6％になり、
保険料全体では、前年度比0.3％上昇し、97.7％と依然と
して高い水準を確保し、実質収支額は、38万２千円の黒字
である。
　墓地事業特別会計は、適正かつ健全な管理運用のもと、
安定的で適切な事業運営を遂行している。
　水道事業会計は、経営の効率化・合理化に鋭意努力され、
徴収率は、98.29％と0.03ポイント上昇している。
　土地取得特別会計は、平成25年度末で廃止となり、土地
開発基金の取り崩しが行われ、一般会計に繰り入れられた。

本会議での決算本会議での決算（一般会計・特別会計）（一般会計・特別会計）に対する討論に対する討論
〈 反 対 討 論 〉〈 反 対 討 論 〉

〈 賛 成 討 論 〉〈 賛 成 討 論 〉
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反対討論
■新政クラブ・一新の会
１　「債権者破産申し立て」を行うには、高額な費用がかかる。５千万円未満の負債であっても、裁判所が定める予納金は個
人50万円、法人で70万円必要となる。その他弁護士費用も要する。その経費以上の債権回収が見込まれなかった場合、申
立て者の負担となることから、当該請願書からは、これら回収について確たるものが見えてこない。無責任な印象を受け
ざるを得ない。

２　この申し立てによる財産調査で隠し財産が見つかったとしても、その財産は破産管財人によって現金化され、町以外の
債権者があれば、すべて平等の割合で配当されるため、申し立てた町が優先して配当を受けられない。法人については、
この債権者破産申し立てが認められれば、最終的には、会社自体が整理されて無くなってしまうので、町がこの業者に対
して請求している根拠である「損害賠償請求権」も実質消滅する可能性がある。

３　この請願による２者に申し立てを行えば、和解に至らなかった他の業者にも同様の手続きを行わなければ公平性に欠
けるとともに、さらに多額の費用が必要になる。
　以上のことから、「債権者破産申し立て」を町が行うことについては、町にとってはデメリットが多くてメリットはほと
んど無く、債権回収の法的手段については、本請願の採択には反対する。

賛成討論
■日本共産党
　請願の主旨は、「北川一彦氏と今勝建設（株）は、損害賠償裁判の和解協議で月２万円を支払う意思表示をしているが、これ
は遅延利息（年79万円）にも満たず、支払う意思がないのと同じ。判決後、遅滞なく債権者破産を申し立てることを請願す
る」との内容であり、熊取町が今勝と北川氏に断固とした姿勢を示す上で有効と考え賛成する。
　反対者は、①一定の費用が発生する②町が優先的に配当を受け取る保証がない③他の業者との関係で不公平などと反対
理由を述べているが、これらは消極的な姿勢であり、町が断固とした姿勢を示すことで損害賠償の全額回収が可能となる。
■泉州龍馬の会
　政治倫理審査会の調査権限の限界で、今勝の資産状態や矢野議員と今勝の資金の流れについて明らかにすることが出来
なかった。今回、今勝に対する債権者破産の申し立てによってこれらについて明らかにできるため賛成する。債権者破産
には多額の費用がかかるという意見があるが、それは住民に対する説明責任を果たすための必要経費であり、何ら追求しな
いほうが問題だ。債権者破産による事実の解明は住民の理解が得られると考える。
■熊愛の会
　談合事件に対する損害賠償は、すでに９社が完納されており、さらに６社が分納ではあるが遅延損害金を含めて全額納入
することが確認された。
　しかし、矢野議員は北川一彦氏と同居しているにも関わらず、矢野議員は当事者に対して「月々わずかばかりでも納入し
た方がいい」と伝え、今勝建設は「月２万円を支払う」という世間の一般常識では考えられない和解条件を提示してきてい
る。これは、談合という犯罪によって町に与えた損害を償うといった気持ちが全く感じられない対応である。
　このような業者や個人に対しては厳格な取り立て手段を講じないといけない。町が提起している現在の損害賠償金支払
い訴訟において、和解が成立しない場合には強制執行という手段が残るが、この強制執行では、個別財産を特定して行う必
要がある。今の状態で強制執行をしても債務の回収はほぼできない状態にあると思われる。
　しかし、債権者破産申立てを行えば、債務者の総資産が引き当て対象となる。つまり、債務者の財産隠しによる回収失敗
を防ぐことができる。さらに、債権者破産手続開始決定の効果として、債務者に破産管財人に対する詳細な説明を義務付け
ることができるとともに、破産裁判所に対して重要な財産の開示義務を課すことができる。しかも、この義務に違反すると
刑事罰の対象となる。また、この手続きにより、破産管財人が調査を行い、今勝建設と北川一彦氏の負債や借入金、資産と資
金の流れが明らかになる。そして、可能な限りの損害賠償金の回収ができると期待される。
　この請願にある債権者破産申立は、まだ、和解に至っていない業者に対しても町は厳格に損害賠償金の回収をするという
明確な姿勢を示す上からも、町が採るべき重要な措置である。
　今勝建設と北川一彦氏の資産状況を明確にしないまま、幕引きをしてはいけない。熊取町は、住民が納得できるよう今勝
建設と北川一彦氏の資産状態を明確にして、賠償金及び損害金を最大限回収できる努力を具体的な行為と明確な事実で示
さなければならない。

北川氏と今勝に対する債権者破産の申し立て等を熊取町に求める請願
（不採択）

■請願の趣旨
　北川一彦氏と今勝建設㈱は、賠償金支払いについての裁判上の和解協議で、月２万円を支払う旨を意思表示した。
これは、彼らが負担するべき賠償金の遅延利息にも満たず、「町に賠償金を完納する意思はない」との意思表示である。
　熊取町は、北川氏と今勝との和解協議を打ち切り、裁判所に判決を求め、判決後、遅滞なく裁判所に債権者破産を
申し立てることを請願する。
請願者：大浦 正義他１５名
紹介議員：藤本　龍，坂上　巳生男，重光　俊則
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政治倫理審査会報告
政治倫理審査会委員長　白間 泰男

政治倫理審査会を３月27日～10月２日まで11回開催した。

１．調査（審査）請求の対象となる議員の氏名　　　矢野　正憲氏
２．調査（審査）請求の内容　熊取町は平成25年12月17日の最高裁決定にて、12月20日、今勝建設（株）など業者らに対して、

損害賠償を請求した。
　対象議員は、今勝との売買平成22年１月22日に不動産（土地628㎡とと家屋：根抵当権の極度額9,360万円）を格安で取得
し、最高裁決定後も原状回復していない。
　また、側聞によると最高裁決定の数日後、町に対して賠償責任を負う立場にある北川氏と同行し、町の幹部職員らと面
会した。これらは議員として不可解な行為であり、熊取町議会議員政治倫理条例第２条（議員の責務）及び第３条（政治倫
理基準）等に違反する疑いがある。

３．調査（審査）の結果及び理由「条例違反の認定」　対象議員による今勝名義の不動産取得の道義的問題、対象議員が北
川氏に同行し町職員と面談したとの疑惑の２点について採決を行った結果、町職員の面談について倫理基準違反が認定
された。
　平成22年１月22日、今勝名義の不動産を買い取った行為が政治倫理条例第３条１項の（1）に違反しているかの審査請求
案件は、３名の委員が倫理条例に抵触するとし、３名の委員が抵触しないとした。平成25年12月24日北川一彦氏に同行
し、役場での面談に際して対象議員が付き添った行為が政治倫理条例第３条１項の（4）に違反しているかの審査請求案件
は、委員中４名の委員が倫理条例に抵触するとし、２名の委員が抵触しないとした。

　　「措置について」　措置の内容について協議、採決した結果、「条例の規定を遵守させるため警告を発すること。」が妥当
と決定された。（賛成４名、反対２名）

　　「理由」　今勝名義の土地、家屋を対象議員が取得したについて、今勝には、代位弁済済みの保証協会に対し、損害金を含
めると、本件譲渡金額1,500万円をはるかに超える１億5,800万円余の負債があり、売買契約当時、同保証協会を根抵当権者
として極度額を9,360万円とする根抵当権が本件土地・建物上に設定されていたところから、対象議員との間に売買がな
かったとしても、熊取町が本件土地・建物を同社に対する損害賠償請求債権の責任財産として保全・差押えすることは困
難であり、本件売買が熊取町の損害賠償請求、債権回収を妨げる「詐害行為」に該当するとは言い難い。
　しかし、本件不動産売買が、仮に詐害行為に該当せず、違法性がないとしても、談合行為が裁判でも認定され、熊取町に
損害を与えた同町から損害賠償請求を受けている今勝名義の不動産を、住民訴訟が提訴された平成21年５月後の同22年
１月に対象議員が取得したことは、一般住民の感情から、いささか軽率な行為であったと言うことができる。
　上記のとおり、売買の対象となった不動産はもともと熊取町の損害賠償請求債権を保全するための責任財産を構成す
るものとは言い難く、不動産売買が、同町による債権の回収に実質的な不利益を生じないと考えられること、また売買価
格も取引相場からして不相応に低額であるとは言えず、任意売却による売買は保証協会としても競売や他者に売却する
よりは、債権回収の上で合理的な選択であること等の諸事情から、対象議員が不動産を今勝からの売買により購入した行
為は、仮に政治倫理条例に違反する余地があるとしても、未だ、町民全体の代表者として品位と名誉を損なうような行為
とはいえず、政治倫理条例違反として同条例に基づく制裁を加えなければならないものとは言い難い。
　今勝及びその代表者である北川氏に熊取町から損害賠償請求があった直後に、熊取町役場に副議長である対象議員が
北川氏と同行し、契約担当職員と面会したことは、対象議員自ら認めている。同職員等からの聴き取りによれば、その際、
対象議員が職員に圧力をかけるような直接の言動はなかったものと思われるが、対象議員が上記のような時期に北川氏
と同行し、契約担当職員と面会すること自体が、たとえ対象議員が北川氏と同居していて、同人の健康状態から一定介護
の必要があったとしても、住民からすれば疑惑の念をもたれる行為であり、職員の公正な職務執行を妨げ、又はその権限、
若しくはその地位による影響力を不正に行使するよう働きかけたことを推認させるに足るものと言わざるを得ない。
　従って、同行為は、政治倫理条例の趣旨に照らし、高い倫理性を要求される議員として、してはならない行為であったと
いうべきである。
　しかし、当該行為は、前記の事情に照らすと議員辞職勧告を要するほどのものとは判断できないため、警告処分を相当
とした。

４．審査会の付言
　法の不遡及の原則と本審査会との整合性は、法と倫理の違いがある。法の不遡及の原則は、刑罰を基本に考え、政治倫
理は議員としてふさわしいかが判断基準となる。本審査会は、法の不遡及の原則に該当せず、条例施行日以前の行為を一
律に対象外とすべきではない。　　
　請求人と一部委員との間に、請求内容の確認・質問に事前協議がなされたことは不適切ではあるが、その行為で公平さ
が極端に害されているとまでは言えない。
　また、条例の解釈や審査会の運営も様々な意見がり、検討の場を改めて設ける必要がある。
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政治倫理審査会での委員の主な意見

調査対象議員への措置

＜不動産取得の問題についての主な意見＞
（A）条例に抵触：３名（坂上・重光・藤本委員）
（B）条例に抵触しない：３名（白間・服部・佐古委員）
（A） 　対象議員は、今勝名義の不動産購入について、信用保証協会の要請に応じて購入したのであって、なんら問題な

いと主張するが、保証協会の回答によれば、対象議員が主体的に購入する意思を示したことは明らかである。熊
取町から損害賠償請求を受ける可能性が高かった今勝の不動産を、熊取町議会議員が購入すべきではなかった。
　現在、今勝は、熊取町から損害賠償請求を受けており、遅延損害金を含め総額で約２千万円（北川氏の不真正連
帯責任５千万円）になるが、誠実に支払う姿勢を示していない。対象議員による今勝名義の不動産取得は、法的
に問題ないとしても、今勝の「資産かくし」「資産保全」と受け取られかねない行為であり、条例の主旨に抵触する
と考える。

（B） 　対象議員が購入した不動産には、大阪府中小企業信用保証協会の根抵当権（極度額9,360万円）が設定されてお
り、不動産鑑定業者の査定によれば約1,500万円の評価であって、町の債権回収の原資となりえない。したがって、
対象議員による今勝名義の不動産取得は、町の債権回収を妨害する詐害行為とは判断できない。

＜町職員との面談についての主な意見＞
（A）条例に抵触：４名（白間・坂上・重光・藤本委員）
（B）条例に抵触しない：２名（服部・佐古委員）
（A） 　対象議員が北川一彦氏と共に、昨年12月24日に町職員と面会したことは、本人も認めており明白である。町職

員からの聞き取り等によれば、圧力をかけるような事実はなかったと思われるが、町から今勝及び北川氏に損害
賠償請求のあった直後に、町役場に副議長である対象議員が北川氏に同行し、契約担当職員と面会するのは「疑
惑を招く」行為である。対象議員が意識した、しないに関わらず、政治倫理条例第3条1項の(4)「職員の公正な職務
執行を妨げ又はその権限もしくは地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと」に違反する行為
だったといえる。

（B） 　請求人の「側聞」でもあったが、北川氏に同行し、町の幹部職員らと面談したとあるが、対象議員の弁明におい
ても「確かに面談した」と認めている。しかしその際、職員への圧力行為等は一切なかったと町側からも証言さ
れており、政治倫理条例第３条に抵触するものではないと判断する。

矢野議員に対する警告文
　調査請求事項のうち、熊取町が住民訴訟の確定判決に基づき損害賠償を求める対象者自身並びに同対象業者の代
表者であり、調査対象議員の義父に当たる北川氏に同行し、熊取町の損害賠償請求担当職員と面会したことは、たと
え政治倫理条例第３条第１項第４号の規定である『職員の公正な職務執行を妨げ又はその権限もしくは地位による
影響力を不正に行使するような働きかけ』が具体的になかったとしても、町民からみて同規定の疑惑を招きかねない
軽率な行為である。
　したがって、同条例第11条に規定する『議会の品位と名誉を守り、町民の信頼を回復するため』、今後はこのような
行為を厳に慎むよう警告する。

平成26年10月７日　　　　　　　　
熊取町議会議長　渡辺　豊子
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動
し
な
く
て
も
必

要
な
書
類
が
そ
ろ
う
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
の
導
入
は

い
か
が
か
？

答　

現
在
、本
館
及
び
北
館

の
１
階
に
可
能
な
限
り
窓
口

を
配
置
し
利
便
性
を
図
っ
て

い
る
。

子
ど
も
医
療
費
助
成
の
拡
充

問　

就
学
前
ま
で
の
助
成
制

度
は
大
阪
府
下
で
も
大
変
遅

れ
て
い
る
。
拡
充
を
求
め
る
。

答　

平
成
27
年
度
か
ら
第
３

次
実
施
計
画
を
検
討
し
て
い

る
。
適
切
な
時
期
に
行
う
。

答　

施
策
等
の
策
定
前
に
専

門
家
の
意
見
は
十
分
に
聞
く
。

専
門
家
以
外
の
意
見
を
聞
く

の
が
重
要
だ
と
考
え
て
い
る
。

問　

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

制
度
は
全
住
民
に
重
要
事
案

を
知
ら
せ
て
意
見
を
求
め
る

制
度
で
あ
る
が
、
今
後
は
65

人
の
モ
ニ
タ
ー
だ
け
か
ら
意

見
を
聞
き
、
そ
れ
以
外
の
意

見
は
聞
か
な
い
制
度
に
な
る
。

市
民
全
体
か
ら
意
見
を
聞
く

機
会
を
閉
ざ
す
こ
と
に
な
る

が
そ
れ
で
よ
い
の
か
？

答　

新
制
度
で
モ
ニ
タ
ー
の

方
か
ら
有
用
な
意
見
が
出
る

と
考
え
て
い
る
。

問　

大
阪
府
下
で
、
パ
ブ

リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
制
度
を
実

施
し
て
い
な
い
市
町
村
は
？

答　

す
べ
て
の
市
町
村
で
パ

ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
制
度
を

実
施
し
て
い
る
。

交
通
安
全
へ
の
取
り
組
み

に
つ
い
て

問　

久
保
変
電
所
横
の
交
差

に
避
難
さ
れ
た
の
は「
な
か

ま
の
里
」か
ら
の
48
人
を
含

め
延
べ
52
名
。
午
後
５
時
に

福
祉
避
難
所
を
開
設
し
対
応

し
た
。
床
上
・
床
下
浸
水
等
、

人
命
に
関
わ
る
よ
う
な
被
害

な
し
。
法
面
の
崩
壊
等
一
部

破
損
等
が
あ
っ
た
が
い
ず
れ

も
現
場
確
認
後
応
急
処
置
や

安
全
確
保
措
置
を
行
っ
た
。

問　

福
祉
避
難
所
開
設
、障

が
い
者
や
移
動
困
難
な
方
へ

の
対
応
、防
災
放
送
が
聞
こ

え
に
く
い
地
域
の
対
策
、洋

式
ト
イ
レ
や
公
衆
電
話
設
置

な
ど
を
求
め
る
が
？

答　

福
祉
避
難
所
を
検
討
す

る
。
障
が
い
者
や
移
動
困
難

な
方
に
確
実
な
伝
達
と
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
連
携
し
た

体
制
づ
く
り
を
図
る
。
防
災

無
線
は
来
年
デ
ジ
タ
ル
化
で

ク
リ
ア
な
音
に
な
る
。
土
砂

災
害
区
域
は
府
の
整
備
事
業

で
あ
る
。
洋
式
ト
イ
レ
は
検

討
す
る
。
災
害
時
特
設
公
衆

新
し
い
パ
ブ
リ
ッ
ク
モ
ニ

タ
ー
制
度
に
つ
い
て

問　

新
し
い
パ
ブ
リ
ッ
ク
モ

ニ
タ
ー
制
度
と
し
て
、
男
女

別
、
年
齢
構
成
、
自
治
会
別

の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
て
約

50
人
を
モ
ニ
タ
ー
と
し
て
選

定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

ど
の
よ
う
な
選
考
状
況
か
？

答　

無
作
為
抽
出
し
た
、

１
，
０
０
０
人
の
う
ち
65
名

か
ら
モ
ニ
タ
ー
登
録
希
望
が

あ
っ
た
。
男
性
は
40
名
、
女

性
は
25
名
で
あ
る
。

問　

モ
ニ
タ
ー
の
資
格
要
件

で
、
町
政
に
対
し
て
公
平
か

つ
公
正
な
意
見
を
持
つ
も
の

と
し
て
い
る
が
、
何
を
基
準

に
し
て
判
別
す
る
の
か
？

答　

こ
の
資
格
要
件
は
、
運

用
上
適
用
す
る
こ
と
は
な
い
。

問　

熊
取
町
に
は
地
方
自
治

体
勤
務
の
人
が
多
く
住
ま
れ

て
い
る
が
、
国
・
地
方
公
共

団
体
の
職
員
を
モ
ニ
タ
ー
か

ら
除
外
す
る
の
は
な
ぜ
か
？

台
風
11
号
の
影
響
は
？

問　

８
月
９・
10
日
初
め
て

東
小
と
南
小
学
校
の
体
育
館

で
避
難
所
が
開
設
さ
れ
た
。

被
害
に
よ
る
影
響
と
避
難
所

の
状
況
、今
後
の
課
題
は
？

答　

台
風
11
号
は
９
日
の
総

雨
量
１
６
３
ミ
リ
、翌
日
10

日
の
総
雨
量
80
ミ
リ
に
達
し

最
大
瞬
間
風
速
が
秒
速
32
・

5
ｍ
／
Ｓ
と
風
雨
と
も
に
非

常
に
強
い
台
風
で
あ
っ
た
。

午
前
６
時
に
警
戒
配
備
体
制

と
水
防
体
制
を
配
備
。
９
時

43
分
に
災
害
対
策
本
部
を
設

置
。
11
時
半
に
避
難
勧
告
を

発
令
し
た
。
対
象
は
東
小
校

区
の
大
宮
１
丁
目
他
の
６
８

６
世
帯
１
，６
９
８
人
と
南

小
学
校
区
の
和
田
４
丁
目
他

の
77
世
帯
２
２
２
人
。
実
際

問
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転
入
促
進
策
の
一
環
と
し
て
セ
ー
フ
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
認
証
を
目
指
し
て
み
て
は
い
か
が
か
？

新
公
会
計
制
度
の
取
り
組
み
に
つ
い
て藤

本　

龍
り
組
み
は
い
か
が
か
？

○　

総
務
省
方
式
改
定
モ
デ

ル
に
よ
り
、平
成
12
年
度
決

算
か
ら
貸
借
対
照
表
を
作
成
、

平
成
18
年
度
決
算
か
ら
町
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
開
始
、

平
成
20
年
度
決
算
か
ら
普
通

会
計
の
貸
借
対
照
表
、行
政

コ
ス
ト
計
算
書
等
の
財
務
４

表
を
作
成
、さ
ら
に
平
成
22

年
度
決
算
か
ら
水
道
事
業
会

計
、国
民
健
康
保
険
等
の
特

別
会
計
等
を
連
結
決
算
し
た

も
の
を
作
成
・
公
表
し
て
い

る
。

○　

決
算
審
査
特
別
委
員
会

に
て
新
公
会
計
制
度
に
よ
る

財
務
諸
表
を
審
査
対
象
と
し

て
み
て
は
い
か
が
か
？

○　

総
務
省
令
に
よ
り
現
行

の
現
金
主
義
・
単
式
簿
記
の

会
計
制
度
が
要
請
さ
れ
て
い

る
た
め
、全
て
を
新
公
会
計

制
度
に
置
き
換
え
る
こ
と
は

出
来
な
い
が
、審
査
の
対
象

と
す
る
こ
と
は
出
来
る
。

も
セ
ー
フ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
認

証
取
得
は
考
え
て
い
な
い
。 

新
公
会
計
制
度
の
取
り
組

み
に
つ
い
て

　
　

国
や
地
方
自
治
体
は
現

金
主
義
・
単
式
簿
記
に
よ
る

会
計
制
度
で
あ
る
が
、よ
り

適
切
な
財
政
運
営
及
び
財
務

状
況
の
開
示
が
求
め
ら
れ
る

た
め
、平
成
19
年
度
に
総
務

省
か
ら
企
業
会
計
的
な
考
え

方
を
導
入
し
た
新
た
な
公
会

計
制
度
に
関
す
る
指
針
が
提

示
さ
れ
、本
町
に
お
い
て
も

平
成
21
年
度
秋
を
目
処
に
財

務
諸
表
を
作
成
す
る
よ
う
通

知
さ
れ
て
い
る
が
、そ
の
取

セ
ー
フ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
認

証
を
目
指
し
て
み
て
は
？

○　

セ
ー
フ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

と
は
、事
故
や
怪
我
は
偶
然

の
結
果
で
起
き
る
の
で
は
な

く
、「
予
防
で
き
る
」と
い
う

考
え
の
も
と
、予
防
科
学
的

な
手
法
を
用
い
、地
域
住
民

と
行
政
や
各
種
団
体
が
安
全

で
安
心
な
ま
ち
作
り
の
た
め

横
断
的
な
取
り
組
み
を
行
う

こ
と
で
あ
る
。
取
り
組
み
が

認
め
ら
れ
る
と
国
連
Ｗ
Ｈ
Ｏ

協
働
セ
ン
タ
ー
か
ら「
セ
ー

フ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」の
認
証

が
与
え
ら
れ
る
。
日
本
で
は

２
０
０
８
年
に
亀
岡
市
が
初

め
て
認
証
を
取
得
、現
在
は

９
自
治
体
が
取
得
し
て
い
る
。

安
心
安
全
を
担
保
す
る
自
治

体
版
Ｉ
Ｓ
Ｏ
と
も
言
え
る
の

で
転
入
促
進
策
の
一
環
と
し

て
本
町
も
認
証
を
目
指
し
て

み
て
は
い
か
が
か
？

○　

本
町
は
同
様
な
活
動
を

行
っ
て
お
り
、費
用
面
か
ら

消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
を
防
ぐ
に
は
？ 

子
育
て
家
庭
の
支
援
・
充
実
を
！

白
間　

泰
男

討
し
て
い
る
。

　

来
年
度
、実
施
の
新
支
援

制
度
へ
大
幅
な
変
更
は
な
い
。

本
町
の
認
可
外
保
育
所
の

対
応
に
つ
い
て

問　

認
可
外
保
育
所
が
利
便

性
の
良
い
地
域
に
あ
る
。

　

認
可
外
保
育
所
を
認
可
す

る
に
は
、当
該
施
設
が
認
可

条
件
を
満
た
し
て
い
る
か
ど

う
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
。本
町
の
対
応
は
？

答　

当
該
施
設
と
は
、何
度

か
話
し
合
い
を
し
た
。相
手

側
の
意
向
は
、十
分
伝
わ
っ

て
い
る
。来
る
べ
き
時
機
を

見
て
真
摯
に
対
応
す
る
。

用
を
案
内
し
て
い
る
。

　

高
齢
者
に
は
、長
生
会
等

で
「
消
費
者
生
活
問
題
啓
発

講
座
」を
実
施
し
て
い
る
。

「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新

制
度
」に
つ
い
て

問　

新
支
援
制
度
は
、す
べ

て
の
家
庭
へ
の
支
援
に
よ
り
、

一
人
一
人
の
子
ど
も
の
健
や

か
な
成
長
を
支
援
し
て
い
く

も
の
で
す
。

　

政
府
と
し
て
具
体
的
な
説

明
と
し
て
事
務
連
絡
を
本
年

４
月
に
発
出
し
て
い
る
。本

町
の
子
育
て
支
援
策
は
？

答　
「
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
ア
ン
ケ
ー
ト
」「
学
童
保
育

所
利
用
ア
ン
ケ
ー
ト
」等
を

実
施
、利
用
者
の
ニ
ー
ズ
把

握
に
努
め
「（
仮
称
）熊
取
子

ど
も
子
育
て
支
援
計
画
」の

策
定
作
業
に
取
組
ん
で
い
る
。

さ
ら
に
、子
育
て
支
援
の
13

事
業
や
、一
時
預
か
り
保
育

等
の
「
必
要
事
業
量
の
見
込

み
」を
、平
成
31
年
度
ま
で
検

「
消
費
者
教
育
の
推
進
計

画
」の
策
定
に
つ
い
て

問　

近
年
、ネ
ッ
ト
社
会
の

進
展
に
伴
い
消
費
者
ト
ラ
ブ

ル
が
相
次
い
る
。高
齢
者
の

相
談
増
加
や
未
成
年
の
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
課
金
等
、年
々

増
加
傾
向
に
あ
る
。

　

本
町
と
し
て
「
消
費
者
教

育
の
推
進
計
画
」策
定
は
？

答　

消
費
者
セ
ン
タ
ー
の
運

営
を
基
軸
と
し
て
様
々
な
消

費
者
教
育
等
を
行
っ
て
い
る
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
不
当

請
求
に
関
す
る
相
談
が
大
半

を
占
め
て
い
る
。相
談
員
が

直
に
対
応
、町
広
報
紙
に
対

応
事
例
を
掲
載
「
消
費
者
教

育
の
推
進
計
画
」に
つ
い
て

は
、調
査
研
究
・
情
報
収
集

等
に
努
め
て
い
き
た
い
。

問　

若
者
や
高
齢
者
の
消
費

者
問
題
の
対
応
は
？

答　

中
学
１
年
生
に
出
前
講

座
を
実
施
、町
内
大
学
生
に

対
し
消
費
者
セ
ン
タ
ー
の
活
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パ
ブ
リ
ッ
ク
モ
ニ
タ
ー
制

度
施
行
実
施
に
つ
い
て

問　

国
は
３
割
、横
須
賀
市

は
５
割
、原
案
が
変
わ
っ
て

い
る
。町
民
に
意
見
が
採
用

さ
れ
る
こ
と
が
伝
わ
っ
て
い

な
い
。町
の
努
力
を
せ
ず
意

見
が
少
な
い
こ
と
で
止
め
る

の
は
お
か
し
い
。パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
制
度
を
並
行
し

て
実
施
で
き
な
い
理
由
は
？

答　

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

は
意
見
が
少
な
い
た
め
今
般
、

パ
ブ
リ
ッ
ク
モ
ニ
タ
ー
制
度

を
試
行
す
る
。並
行
す
る
必

要
は
な
い
。

や
制
度
に
お
け
る
公
平
性
を

勘
案
し
、見
直
し
て
い
る
。

問　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

へ
の
入
所
者
は
原
則
「
要
介

護
３
」以
上
に
限
る
と
さ
れ

た
。

　

住
ま
い
も
介
護
者
も
な
く

病
院
や
低
額
宿
泊
所
な
ど
を

漂
流
す
る
高
齢
者
の
た
め
に

要
介
護
１
・
２
の
方
の
入
所

も
検
討
し
て
も
ら
い
た
い
が
、

熊
取
の
状
況
は
？

答　

入
居
者
は
１
３
９
名
で

ほ
と
ん
ど
が
要
介
護
３
以
上

で
あ
る
。待
機
者
は
58
名
で

あ
る
。

問　

町
独
自
の
利
用
料
減
免

の
創
設
を
望
み
た
い
が
ど
う

か
？

答　

熊
取
町
介
護
保
険
規
則

で
、災
害
に
よ
り
損
害
を
受

け
た
方
、収
入
が
著
し
く
減

少
し
た
方
に
減
免
制
度
を
定

め
て
い
る
。創
設
は
考
え
て

い
な
い
。

第
６
期
介
護
保
険
事
業
計

画
に
つ
い
て

問　

要
支
援
の
介
護
を
見
直

し
、国
の
介
護
給
付
の
サ
ー

ビ
ス
か
ら
町
が
行
う
「
新
た

な
総
合
事
業
」に
移
さ
れ
る
。

そ
れ
は
、ど
の
よ
う
な
内
容

か
？

答　

国
の
制
度
の
見
直
し
で
、

現
在
は
案
の
段
階
で
あ
り
答

え
ら
れ
な
い
。

問　

来
年
の
８
月
か
ら
、国

の
案
で
は
あ
る
が
、年
金
だ

け
で
２
８
０
万
円
以
上
の
人

の
利
用
料
を
２
割
に
、単
身

で
１
，０
０
０
万
円
以
上
の

貯
蓄
が
あ
る
方
は
、食
費
や

住
居
費
を
補
填
す
る
補
足
給

付
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
。

負
担
増
を
強
い
ら
れ
利
用
の

抑
制
に
な
る
の
で
は
？

答　

国
は
制
度
の
持
続
可
能

性
を
高
め
る
た
め
に
見
直
す
。

２
割
負
担
は
、国
に
よ
り
負

担
能
力
が
あ
る
と
判
断
さ
れ

た
方
、補
足
給
付
も
経
済
力

徘
徊
す
る
認
知
症
高
齢
者
の

身
元
不
明
者
確
認
に
つ
い
て

第
６
期
介
護
保
険
事
業
計
画
で
は
、要
支
援
の
人
が
、介
護

保
険
で
は
な
い
町
の
新
た
な
総
合
事
業
に
移
さ
れ
る
。

２
割
負
担
の
導
入
が
さ
れ
る
。一
定
の
貯
蓄
の
あ
る
人
は

食
費
な
ど
の
補
填
が
、な
く
な
る
。

矢
野　

正
憲

と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
に

取
組
ん
で
い
く
。

問　

徘
徊
す
る
認
知
症
高
齢

者
の
声
掛
け
模
擬
訓
練
を
実

施
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
？

答　

徘
徊
高
齢
者
の
見
守
り

に
つ
い
て
は
、家
族
だ
け
の

問
題
で
は
な
く
、地
域
住
民

の
協
力
が
必
要
と
な
っ
て
く

る
。認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養

成
講
座
を
実
施
し
て
お
り
、

Ｈ
26
年
３
月
末
で
、千
人
を

超
え
て
い
る
。今
後
一
層
、認

知
症
高
齢
者
に
や
さ
し
い
地

域
づ
く
り
を
目
指
し
、声
掛

け
模
擬
訓
練
を
試
行
的
に
実

施
す
る
方
向
で
検
討
す
る
。

度
有
効
な
の
か
、公
開
に
踏

み
切
っ
て
よ
い
も
の
か
ど
う

か
判
断
が
大
変
難
し
い
事
案

で
あ
る
。

　

個
人
情
報
保
護
条
例
の
解

釈
や
詳
細
な
運
用
部
分
に
つ

い
て
は
、町
単
独
で
行
う
の

で
は
な
く
、大
阪
府
下
全
市

町
村
で
、一
定
の
ル
ー
ル
化

を
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。

問　

近
隣
市
町
村
と
の
連
携

は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
？

答　

泉
佐
野
・
熊
取
・
田
尻
・

泉
南
・
阪
南
・
岬
町
の
事
務

担
当
者
に
よ
る
徘
徊
高
齢
者

等
Ｓ
Ｏ
Ｓ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
情

報
交
換
会
を
定
期
的
に
開
催

し
、広
域
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。

　

町
に
お
い
て
は
、徘
徊
す

る
お
そ
れ
の
あ
る
高
齢
者
を

事
前
に
登
録
し
、円
滑
に
捜

索
で
き
る
体
制
づ
く
り
を
含

め
、町
内
に
お
け
る
各
機
関

問　

認
知
症
に
よ
る
徘
徊
が

原
因
で
行
方
不
明
に
な
る
高

齢
者
は
年
間
一
万
人
に
の
ぼ

る
。

　

自
治
体
が
定
め
る
個
人
情

報
保
護
条
例
が
身
元
特
定
の

壁
に
な
っ
て
い
る
現
実
が
あ

る
。公
表
し
た
り
、外
部
に
伝

え
た
り
す
る
場
合
「
本
人
の

同
意
」が
必
要
だ
が
、有
力
な

情
報
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
活

用
し
に
く
い
現
状
の
よ
う
だ
。

町
と
し
て
「
条
例
運
用
の
見

直
し
」を
ど
う
考
え
て
い
る

の
か
？

答　

徘
徊
す
る
認
知
症
高
齢

者
の
身
元
不
明
者
の
公
表
に

関
し
て
は
、高
齢
化
が
進
む

国
に
お
い
て
社
会
問
題
と

な
っ
て
い
る
。公
表
に
あ

た
っ
て
は
、個
人
情
報
保
護

の
観
点
か
ら
、「
本
人
の
同

意
」が
な
い
限
り
個
人
を
特

定
で
き
る
情
報
は
公
開
し
な

い
。仮
に
本
人
の
同
意
を
得

ら
れ
て
も
、法
的
に
ど
の
程

鱧
谷　

陽
子
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共
産
党
議
員
団　

坂
上
巳
生
男

た
。
次
年
度
の
獲
得
に
向
け

積
極
的
に
要
望
し
て
い
く
。

問　

こ
の
ま
ま
で
は
、町
負

担
が
大
幅
に
膨
ら
む
。
計
画

を
見
直
す
べ
き
で
な
い
か
。

答　

計
画
の
見
直
し
は
考
え

て
い
な
い
。
交
付
金
相
当
額

の
事
業
を
実
施
し
つ
つ
、次

年
度
は「
防
災
拠
点
」と
し
て

の
位
置
づ
け
を
ア
ピ
ー
ル
し
、

要
望
を
続
け
る
。

子
育
て
新
制
度
に
つ
い
て

問　

子
ど
も
子
育
て
会
議
で

事
業
計
画
が
議
論
さ
れ
て
い

る
。
住
民
へ
の
説
明
、要
望

の
反
映
が
大
切
だ
と
思
う
が
。

答　

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
モ
ニ

タ
ー
制
度
で
声
を
聴
く
予
定

だ
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
、

保
育
関
係
者
へ
の
説
明
会
な

ど
を
実
施
し
て
き
た
。

問　

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

は
中
止
の
状
態
。
計
画
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
す
べ

き
だ
。

答　

公
表
は
考
え
て
い
な
い
。

費
２
億
５
千
万
円（
町
負
担

１
億
円
）だ
っ
た
。
２
月
の

全
協
で
大
幅
な
変
更
が
知
ら

さ
れ
、総
事
業
費
４
億
８
千

万
円
に
膨
ら
ん
だ
。
５
月
に

交
付
金
の
内
示
が
知
ら
さ
れ
、

交
付
率
22
％
だ
っ
た
。
見
通

し
が
甘
か
っ
た
の
で
は
。

答　

公
園
整
備
計
画
に
つ
い

て
は
、国
か
ら
２
分
の
１
の

交
付
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
今
年
度
の
内
示
に
つ
い

て
は
、比
較
的
大
き
な
事
業

を
行
う
自
治
体
に
は
厳
し
い

内
示
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
内
示
で
は
、既
存
公
園
整

備
も
困
難
に
な
る
の
で
、町

長
が
国
交
省
へ
要
望
を
行
っ

問　

岸
南
線（
フ
レ
ン
ド
幼

稚
園
か
ら
日
根
野
ま
で
の
新

し
い
道
路
）は
、昨
年
度
末
に

一
部
区
間
の
信
号
設
置
な
ど

交
通
安
全
上
の
改
善
が
あ
っ

た
。
し
か
し
未
買
収
用
地
も

残
っ
て
お
り
、危
険
な
状
態

が
続
い
て
い
る
。
残
り
の
事

業
を
一
気
に
進
め
る
べ
き
。

答　

大
阪
府
に
対
し
強
く
要

望
し
て
い
る
。
府
と
し
て
は
、

片
側
歩
道
整
備
を
ま
ず
は
進

め
る
。
道
路
南
側
に
つ
い
て

は
、
未
定
と
な
っ
て
い
る
。

問　

フ
レ
ン
ド
幼
稚
園
か
ら

外
環
ま
で
の
、第
二
期
事
業

区
間
の
見
通
し
は
ど
う
か
。

答　

中
期
計
画
に
は
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
な
い
が
、府
に

強
く
要
望
し
て
お
り
、一
部

計
画
変
更
に
向
け
、測
量
が

開
始
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

永
楽
公
園
の
計
画
見
直
し

問　

永
楽
ゆ
め
の
森
公
園
に

つ
い
て
は
、当
初
は
総
事
業

岸
南
線
事
業
の
促
進
を
！

永
楽
ゆ
め
の
森
公
園
は
総
事
業
費
が
５
億
円
に
膨
ら
み
、

国
の
交
付
金
内
示
は
22
％
。こ
の
ま
ま
で
は
町
負
担
が

大
き
す
ぎ
る
。見
直
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

熊
取
公
明
党　

白
間　

泰
男

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。　

　

管
理
計
画
の
策
定
に
よ
り
、

施
設
の
老
朽
化
や
維
持
管
理

費
用
が
予
測
で
き
、
修
繕
・

改
修
・
処
分
・
統
廃
合
の
計

画
も
立
案
で
き
る
。

　

本
町
の
「
公
共
施
設
総
合

管
理
計
画
」
は
？

答　

本
町
で
は
、役
場
や
小
・

中
学
校
の
耐
震
化
改
修
工
事
、

老
朽
化
の
改
修
工
事
を
順
次

計
画
的
に
適
正
な
維
持
管
理

に
努
め
て
い
る
。

　

公
共
施
設
総
合
管
理
計
画

の
策
定
は
、
大
阪
府
で
第
１

回
説
明
会
（
７
月
30
日
）
が

行
わ
れ
た
。

　

過
去
に
建
設
さ
れ
た
公
共

施
設
が
今
後
大
量
に
更
新
時

期
を
迎
え
る
の
で
施
設
の
更

新
・
統
廃
合
・
長
寿
命
化
を

検
討
し
て
い
き
た
い
。

　

本
町
と
し
て
大
阪
府
や
各

市
町
村
の
状
況
も
考
慮
し
な

が
ら
調
査
・
研
究
。
計
画
を

行
い
策
定
し
た
い
。

　
「
安
心
し
て
子
供
を
育
て

ら
れ
る
環
境
整
備
」
と
し
て

住
民
の
切
実
な
署
名
で
す
。

　

要
望
書
に
対
す
る
町
長
の

お
考
え
は
？

答
（
町
長
）　

医
療
費
拡
充

の
方
向
で
検
討
し
て
い
る
。

　

小
刻
み
な
拡
充
は
し
な
い
。

小
学
６
年
生
か
中
学
卒
業
ま

で
か
、
出
来
る
だ
け
早
く
回

答
す
る
。

公
共
施
設
の
総
合
管
理
計
画

策
定
・
推
進
に
つ
い
て

問　

今
後
、
予
想
さ
れ
る
少

子
高
齢
化
の
時
代
に
即
応
し

た
公
共
施
設
の
維
持
・
管
理

乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度

の
更
な
る
拡
充
に
つ
い
て

問　

乳
幼
児
期
は
、
頻
繁
に

病
気
や
思
わ
ぬ
ケ
ガ
で
病
院

へ
通
院
す
る
機
会
が
少
な
く

な
い
診
察
や
治
療
費
に
全
額
、

ま
た
は
一
部
を
乳
幼
児
医
療

費
と
し
て
助
成
、
サ
ポ
ー
ト

す
る
自
治
体
が
あ
る
。

　

更
な
る
子
育
て
支
援
と
し

て
本
町
の
対
応
は
？

答　

当
該
助
成
制
度
の
拡
充

は
、
第
３
次
総
合
計
画
と
し

て
積
極
的
に
拡
充
を
検
討
し

て
い
る
。

　

現
在
、
平
成
27
年
度
以
降

の
助
成
拡
充
に
向
け
て
電
算

シ
ス
テ
ム
改
修
の
準
備
を
進

め
て
い
る
。

　

具
体
的
な
拡
充
は
、
収
支

バ
ラ
ン
ス
の
精
査
を
行
い
決

定
す
る
。

問　

子
供
医
療
費
助
成
拡

充
を
、
中
西
町
長
へ
署
名
簿

４
，
０
０
７
人
の
思
い
と
し

て
提
出
、
要
望
し
た
。

答
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。
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本
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子
育
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な
る
拡
充
を
！

公
共
施
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の
総
合
管
理
計
画
を
推
進
せ
よ
！
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防
災
に
つ
い
て

新
政
ク
ラ
ブ　

鈴
木　

実
問　

溜
め
池
の
放
流
ゲ
ー
ト

は
い
た
ず
ら
防
止
の
た
め
施

錠
さ
れ
て
お
り
水
利
組
合
の

鍵
が
な
い
と
使
え
な
い
。
ま

た
用
水
路
へ
の
放
流
も
、池

か
ら
火
災
地
点
の
距
離
が
遠

け
れ
ば
遠
い
ほ
ど
水
が
届
く

ま
で
に
時
間
が
か
か
る
。
溜

め
池
か
ら
農
業
用
水
と
消
防

水
利
を
兼
用
す
る
パ
イ
プ
ラ

イ
ン
を
設
置
す
る
の
は
ど
う

か
？

答　

検
討
し
た
い
。

問　

自
主
防
災
組
織
へ
の
消

防
可
搬
ポ
ン
プ
の
配
備
を
提

案
す
る

答　

消
防
可
搬
ポ
ン
プ
の
活

用
に
は
専
門
的
な
訓
練
を
必

要
で
あ
り
、自
主
防
災
組
織

側
が
主
体
的
に
配
備
す
る
と

い
う
意
思
が
必
要
。
ま
ず
は

自
主
防
災
組
織
率
１
０
０
％

を
め
ざ
し
、そ
の
活
動
が
成

熟
し
て
い
く
中
で
必
要
性
に

つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

問　

防
火
水
槽
の
水
は
上
水

道
水
で
貯
水
し
た
も
の
で
あ

り
、
貯
水
さ
れ
た
水
量
は

あ
っ
と
い
う
間
に
尽
き
て
し

ま
う
。
溜
め
池
を
消
防
水
利

に
活
用
で
き
る
よ
う
な
考
え

は
あ
る
か
？

答　

町
有
の
溜
め
池
80
か
所

の
う
ち
、消
防
水
利
に
も
利

用
す
る
28
か
所
の
溜
め
池
が

あ
る
。
溜
め
池
よ
り
直
接
、

あ
る
い
は
農
業
用
水
路
へ
放

流
し
取
水
す
る
方
法
な
ど
考

え
て
い
る
。

問　

消
防
組
合
発
足
後
の
消

防
署
と
消
防
団
と
の
連
携
は

ど
う
な
っ
て
い
る
か
？

答　

組
合
発
足
後
は
消
防
団

の
事
務
は
役
場
危
機
管
理
課

が
所
管
し
て
い
る
。
ま
た
、

熊
取
署
に
は
消
防
団
連
絡
担

当
を
配
置
し
て
お
り
、危
機

管
理
課
と
消
防
団
の
連
絡
調

整
に
あ
た
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
消
防
団
員
訓
練
に

お
い
て
も
分
団
単
位
で
の
訓

練
や
署
と
団
の
連
携
訓
練
を

行
う
中
で
、組
合
発
足
以
前

よ
り
緊
密
な
関
係
を
築
い
て

い
る
。

問　

大
規
模
災
害
の
際
、消

火
栓
が
使
用
困
難
と
な
っ
た

場
合
の
水
利
確
保
に
つ
い
て

答　

町
内
各
所
に
１
２
２
基

の
防
火
水
槽（
う
ち
耐
震
性

防
火
水
槽
が
20
基
）を
保
有

し
て
い
る
。
消
火
栓
水
利
が

活
用
で
き
な
い
場
合
は
こ
れ

ら
の
防
火
水
槽
を
活
用
す
る
。

先
進
的
な
英
語
教
育
の
更
な
る
推
進
を
！

ト
イ
レ
の
洋
式
化
等
、教
育
環
境
整
備
の
拡
充
を
！

学
校
教
室
に
早
急
に
ク
ー
ラ
ー
設
置
を
！

一
新
の
会　

佐
古　

員
規

等
に
よ
り
先
進
事
例
も
参
考

に
更
な
る
検
討
・
研
究
す
る
。

問　

補
助
金
の
研
究
は
？

答　

学
校
施
設
環
境
改
善
交

付
金
等
が
あ
る
。

問　

近
隣
市
で
活
用
し
た

「
地
域
の
元
気
臨
時
交
付
金
」

等
の
補
助
金
を
な
ぜ
利
用
で

き
な
か
っ
た
の
か
？

答　

タ
イ
ミ
ン
グ
等
に
よ
り

本
町
は
空
調
で
な
く
他
の
事

業
に
活
用
し
た
。

問　

Ｐ
Ｆ
Ｉ
手
法（
民
間
の

資
金
や
経
営
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活

用
す
る
こ
と
で
効
率
的
に
事

業
展
開
す
る
民
間
資
金
主
導

の
手
法
）
の
導
入
の
検
討

は
？

答　

検
討
し
た
結
果
、本
町

の
規
模
で
は
そ
ぐ
わ
な
い
と

判
断
す
る
。

校
の
防
水
改
修
工
事
他
多
数
。

ま
た
、現
在
３
校
で
太
陽
光

パ
ネ
ル
の
設
置
等
多
岐
に
渡

る
修
繕
を
実
施
。
ト
イ
レ
の

洋
式
化
は
重
要
な
課
題
と
考

え
て
い
る
が
、ス
ペ
ー
ス
の

関
係
等
解
消
す
べ
き
課
題
解

決
に
向
け
て
鋭
意
検
討
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

教
育
環
境
改
善
に
つ
い
て

問　

小
中
学
校
普
通
教
室
へ

の
ク
ー
ラ
ー
設
置
検
討
結
果

と
課
題
は
？

答　

導
入
費
用
は
電
気
式
で

２
億
７
，２
０
０
万
円
、維
持

経
費
の
電
気
料
金
は
小
学
校

３
７
８
万
円
、中
学
校
７
１

５
万
円
増
加
予
測
す
る
。

問　

ガ
ス
式
の
検
討
は
？

答　

試
算
で
は
、維
持
費
は

安
く
な
る
が
導
入
費
が
割
高

学
校
教
育
の
充
実
に
つ
い
て

問　

使
え
る
英
語
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
事
業
の
成
果
は
？ 

答　

Ｈ
25
ま
で
の
３
年
間
の

府
の
事
業
で
、町
内
２
校（
東

小
・
南
中
）が
指
定
さ
れ
研
究

を
進
め
た
。
成
果
と
し
て
、

大
き
く
２
点「
①
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
向
上
へ
の

授
業
づ
く
り
等
に
よ
り
個
々

の
教
職
員
の
指
導
力
向
上
」、

「
②
英
語
に
よ
る
ゲ
ー
ム
や

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動

等
に
よ
り
児
童
生
徒
の
学
習

意
欲
の
向
上
」が
見
ら
れ
た
。

と
り
わ
け
大
阪
府
下
で
も
優

秀
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
、先

般
実
践
報
告
を
行
っ
た
。
今

後
の
課
題
は
、こ
の
成
果
を

他
の
小
中
学
校
へ
の
普
及
拡

大
で
あ
る
。
今
後
も
教
育
委

員
会
主
導
の
も
と
外
国
語
教

育
の
充
実
に
向
け
邁
進
す
る
。

問　

教
育
施
設
の
整
備
は
？

（
ト
イ
レ
洋
式
化
等
）

答　

主
な
事
業
と
し
て
小
学
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問

問問

問

問

問 答答

答

答

答答

答

会
派
質
問

答

答答

答

答
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くまとり.indd   16 2014/10/21   12:49:06



ふ
る
さ
と
納
税
制
度
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

（
農
業
支
援
型
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
の
活
用
に
つ
い
て
）

泉
州
龍
馬
の
会　

藤
本　

龍
○　

本
町
の
24
年
度
と
25
年

度
の
実
績
は
い
か
が
か
？

○　

24
年
度
は
約
２
４
０
万

円
、25
年
度
は
約
１
１
７
万

円
で
あ
る
。

○　

こ
れ
で
は
他
の
自
治
体

に
比
べ
や
っ
て
い
な
い
の
に

等
し
い
。
協
働
支
援
型
ふ
る

さ
と
納
税
制
度
に
並
列
し
て

農
業
支
援
型
ふ
る
さ
と
納
税

制
度
は
考
え
な
い
の
か
？

○　

寄
付
制
度
で
農
業
支
援

は
考
え
て
い
な
い
。

○　

農
業
支
援
に
も
な
り
、

町
の
財
政
的
持
ち
出
し
も
な

い
な
ら
な
ぜ
た
め
ら
う
の

か
？

○　

ま
ず
は
本
年
11
月
に
謝

礼
品
の
拡
充
を
行
う
こ
と
か

ら
始
め
た
い
。
ま
た
、熊
取

町
の
お
米
の
生
産
量
等
か
ら

制
度
と
し
て
成
り
立
つ
の
か

試
算
し
た
後
検
討
を
す
す
め
、

産
業
活
性
化
基
金
の
活
用
を

も
含
め
て
農
業
振
興
を
図
り

た
い
。

ち
出
し
が
な
く
、ま
た
、寄
付

者
は
実
質
２
千
円
で
60
㎏
の

米
を
安
価
に
入
手
で
き
る
こ

と
か
ら
、ま
さ
に
三
方
良
し
、

の
政
策
で
あ
る
。
福
島
県
湯

川
村
も
同
様
の
ふ
る
さ
と
納

税
で
本
年
度
す
で
に
４
千
万

円
集
め
て
い
る
。
本
町
で
導

入
し
て
み
て
は
い
か
が
か
？

○　

協
働
支
援
型
ふ
る
さ
と

納
税
制
度
を
と
る
本
町
で
は

農
業
支
援
型
ふ
る
さ
と
納
税

制
度
は
考
え
て
い
な
い
。
謝

礼
品
の
中
の
一
つ
と
し
て
農

産
品
を
考
え
て
も
よ
い
。

ふ
る
さ
と
納
税
制
度
の
取

り
組
み
に
つ
い
て

　
　

ふ
る
さ
と
納
税
制
度
と

は
、所
得
税
法
の
寄
付
金
控

除
の
制
度
を
用
い
て
、居
住

自
治
体
に
納
め
て
い
る
個
人

住
民
税
の
一
部
を
出
身
地
な

ど
別
の
自
治
体
に
寄
付
で
き

る
制
度
で
あ
る
。
長
野
県
阿

南
町
の
農
業
支
援
型
ふ
る
さ

と
納
税
制
度
は
、寄
付
金
１

万
円
で
20
㎏
、２
万
円
で
40

㎏
、３
万
円
で
60
㎏
を
寄
付

者
に
お
届
け
す
る
も
の
で
、

平
成
25
年
産
米
に
お
い
て
は
、

寄
付
件
数
７
，５
０
０
件
、寄

付
総
額
１
億
６
，２
０
０
万

円
、平
成
26
年
産
米
に
お
い

て
は
、寄
付
件
数
８
，６
０
０

件
、寄
付
総
額
２
億
５
０
０

万
円
の
実
績
が
あ
る
。
こ
の

制
度
で
は
町
が
寄
付
金
額
を

も
と
に
し
て
Ｊ
Ａ
よ
り
も
農

家
か
ら
お
米
を
高
く
購
入
す

る
た
め
、農
業
支
援
に
な
る

ほ
か
、町
か
ら
の
財
政
的
持
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問問問

問

答 答 答

答

長野県阿南町の精米機

会
派
質
問

平成26年６月議会の議会報告会における質疑応答、意見・要望の一部を以下に示します。

（質問）補正予算のプロモーション業務とはなにか？
（回答）町の良さなどを宣伝していくために委託していく予算措置です。
（質問）小谷穴釜線の用地買収は、解決したのか？
（回答）今、努力しています。目処がつきそうだと聞いている。
（質問）久保変電所近くの６差路の交差点ずっとお願いしているのだが、どうなっているのか？
（回答）平成26年度中に交差点をカラー化する予定です。
（質問）避難指示があったが、老人憩の家は指定避難所になっていないのか？
（回答）なっていない。
（質問）大きな地震時のため池の被害を想定しているのか、また隣接する「大池（泉佐野市）」の朝代側への被害想

定は泉佐野市と調整しているのか？
（回答）ため池の評価は行っている。（ため池の安全評価は国の補助金が出る規模のため池について、南海トラフ

地震と直下型地震に対して大阪府が実施しており、平成25年は「弘法池」と「大池（大宮）」は安全であるこ
とが確認された。平成26年は「坊主池」と「大谷池」、平成27年は「永楽池」と「柿木谷池」を行う。朝代に隣
接する「大池（泉佐野市）」については平成25年に府が安全であることを確認済みである。）

（質問）雨山川砂防地域の調査（大阪府、熊取町）をしたが、結果は出ているのか？
（回答）平成25年４月の府の調査で熊取町内各地で土砂災害（特別）警戒区域等が指定された。熊取町は平成26年

度中にハザードマップを作成する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　要　望　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○談合の決着を早くしてほしい。熊取の悪いことを宣伝しているようだ。
○インターネット中継の請願を議員全員で賛成しているので、今年度中にできるようにしてほしい。
○青池から寮育園までの川は、草木が多く水が流れにくいので、計画的に草木の除去（根こそぎ）をお願いしたい。
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町議会ホームページの紹介

町議会のホームページでは、議員名簿・議会傍
聴・請願と陳情・定例議会の日程・質問など公
開しています。また、会議録の閲覧もできます
のでご覧ください。

平
成
27
年
２
月
発
行
の
議
会
だ
よ

り
の
表
紙
に
使
用
す
る
写
真
を
公

募
し
ま
す
。

※
締
め
切
り
…
12
月
26
日(

金)

※
写
真
は
返
却
で
き
ま
せ
ん
。

※ 

た
く
さ
ん
の
応
募
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

■ 

詳
し
く
は
事
務
局
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

写
真
募
集熊取町議会 検索
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編 

集 

後 

記

　

近
年
に
は
珍
し
く
、早
い

秋
の
訪
れ
を
感
じ
る
今
日
こ

の
頃
、笛
や
太
鼓
の
鳴
物
と

若
者
の
元
気
な
掛
け
声
が
町

中
駆
け
巡
る
「
だ
ん
じ
り
祭

り
」も
二
日
間
実
施
さ
れ
無

事
終
了
し
ま
し
た
。

　

今
年
は
、全
国
各
地
で
局

地
的
な
集
中
豪
雨
に
よ
る
大

規
模
な
土
砂
災
害
や
御
嶽
山

の
突
然
の
噴
火
に
よ
り
、戦

後
最
大
人
数
の
犠
牲
者
を
出

す
事
故
等
が
発
生
し
人
々
の

心
を
暗
く
す
る
ニ
ュ
ー
ス
が

続
く
中
、ノ
ー
ベ
ル
物
理
学

賞
に
日
本
の
三
人
の
学
者
が

選
ば
れ
る
快
挙
が
あ
り
、心

な
し
か
喜
び
の
ひ
と
時
で
し

た
。

　

我
々
広
報
委
員
会
も
、町

民
の
方
々
の
ご
意
見
・
要
望

を
真
摯
に
受
け
止
め
、「
わ
か

り
や
す
い
、親
し
め
る
」誌
面

に
な
る
よ
う
頑
張
り
ま
す
。

広
報
委
員
会　
　
　
　
　

　

委 

員 

長　

矢
野　

正
憲

　

副
委
員
長　

重
光　

俊
則

　

委　
　

員　

服
部　

脩
二

　

委　
　

員　

佐
古　

員
規

　

委　
　

員　

藤
本　
　

龍

　

委　
　

員　

白
間　

泰
男

　

委　
　

員　

坂
上
巳
生
男

議会報告会の予定
　住民のみなさまと議員との自由な意見交換の場として、平成20年度から議会報告会を始めて６年が経
ちました。みなさまからいただいた、さまざまなご意見・ご要望をもとに、平成26年度からの開催方法
について議員全員で協議した結果、これまで１年をかけて各地区で開催していたものを２年をかけて開催
していくことといたしました。
　また、新たな取り組みといたしまして、定例会開催後に全体会を開催いたします。

議員名（○班長）・11月実施予定地区（９月議会報告） 2月実施予定地区
（12月議会報告）

1班 ○佐古 員規・坂上 巳生男・渡辺 豊子・奥野 博通・服部 脩二
南山の手台…11月 16日（日）午前10時～　老人憩の家

大宮
若葉

2班
○重光 俊則・鈴木 実・矢野 正憲・江川 慶子
美熊台…11月 11日（火）午後７時30分～　老人憩の家
つばさが丘北・西・東…11月 28日（金）　午後６時30分～　つばさが丘西老人憩の家

五月ヶ丘

3班
○白間 泰男・田中 正旗・鱧谷 陽子・藤本 龍
高田……11月 15日（土）午後７時～　文化ホール
翠松苑…11月 16日（日）午後７時～　老人憩の家

大久保
池の台

議会報告会全体会を実施します 議会報告会全体会を実施します 

≪ 担当：１班 ≫
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